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①憲法Ⅰは、主権論、代表制など難解な部分もあるが、その他は学生にとってもなじみ                                                                                                              

やすい分野といえよう。マスコミを通じて報道される国会等の活動と関連づけて学習す

れば、更に一層理解が深まることになろう。１年次後期に履修する。

② 憲法ⅡＡ・ⅡＢは、判例を中心として講義することになるので、法律学の素養をある                                                             

程度身につけた後に学習することになる。ⅡＡについては２年前期、ⅡＢについては２

年後期に履修する。

③憲法は法学の基本となる法律であり、憲法の履修を前提に、各自、自分の進路、勉学上

の興味にしたがってその後の関連科目を広げていくこと。

憲法の学び方

     憲法Ⅰ

     （総論・統治）

憲法の観念・歴史と統治機構

憲法ⅡＡ

     （人権総論）

人権の基礎知識、包括的基本権

平等原則

    憲法ⅡＢ

    （人権各論）

精神的自由、経済的自由

人身の自由、社会権


